
※ 県内に設置されている次のいずれかの学校に在籍している方
高等学校、中等教育学校（後期課程）、高等専門学校（１～３学年）、専修学校（高等課程）

２級技能検定の受検を支援します。
実技試験受検手数料が実質無料！！

〇鳥取県高校生２級技能検定受検奨励金

令和８年度より、高校生の２級技能検定の受検を促進し、優秀な若年技能者の
育成・確保を図るため、下記のとおり奨励金を支給します。

① ２級実技試験の上記職種を受検します。
② 受検後、県に奨励金の支給申請を行います。
③ 申請内容を確認後、県から奨励金を支給します。

本奨励金制度は、令和８年２月鳥取県議会で議決された場合、創設するものです。
議決後（令和８年３月下旬）に、鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課のホーム
ページに奨励金制度のご案内を掲載します。 詳しくはこちら（議決後公開）→

【奨励金に関するお問い合わせ】
鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課
TEL.0857-26-7222 FAX.0857-26-8169

【受検に関するお問い合わせ】
鳥取県職業能力開発協会
TEL.0857-22-3494 FAX.0857-21-6020

鳥取県トリピー

対象職種・受検手数料・奨励金支給額

※ 実技試験と学科試験の両方を受検する場合は、上記金額に加えて
学科試験受検手数料の３，１００円が必要となります。

奨励金受給の流れ

【高校生※の皆さま】

県が奨励金３，１００円を支給
（県への申請が必要です。）
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実質負担 円

実技試験受検手数料職種等級

３，１００円
園芸装飾、造園、機械加工、機械検査、
電子機器組立て、シーケンス制御、
内燃機関組立て、家具製作、建築大工、
フラワー装飾

２級

（初回受検時に限ります。）


